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水害時における避難所（学校施設等） 

開設・運営体制の基本方針（案）について 

１ 令和元年台風第 19号における避難所対応での課題 

 令和元年台風第 19 号では、避難情報発令前に避難する方のために自主避難所を段階

的に開設し、また、学校の校舎や避難所として指定していない市役所庁舎を開放すると

いった対応をとりました。平成 30年７月豪雨や、直前に台風第 15号で千葉県を中心に

大きな被害があったこと、また、各種マスコミで多く報道されたことなどの影響により、

狛江市でも多くの方が避難行動を取られたと考えられます。 

市の避難所対応においては、台風上陸前に自主的な避難者を受け入れるために中央公

民館などを避難所として開設しましたが、想定より多くの方が避難されたこともあり、

市の対応では職員態勢が後手となり、また、不慣れな職員が従事することになったこと

から、避難者の受付や無線機をはじめとする備蓄倉庫内の備品の使用の際に混乱が生じ

ました。加えて、避難所としている体育館のスペース不足、校舎への受入れの判断、災

害時要配慮者やペットのためのスペース、自動車での避難者への対応等が課題となりま

した。 

２ 今後の対応方針 

 台風第 19 号対応での課題を教訓として、水害時の避難所開設・運営の対応方針は次

のとおりとします。 

２－１ 開設する避難所、開設の時間 

避難所は別表のとおりとし、浸水想定区域内の学校校舎の上階等を新たに指定するこ

ととします。 

避難情報発令前に自主的に避難する方を受け入れるために開設する施設、開設時間は

状況に応じて、災害即応対策本部と位置づけた庁議又は災害対策本部において判断し、

開設します（いわゆる自主避難所）。 

 避難情報を発令する段階においては、全ての避難所を開設します。 

２－２ 職員態勢 

 これまでは、台風接近時等に避難所職員を指定していましたが、今後は震災対応と同

様に、避難所ごとに指定している教育部職員２名と初動要員３～４名を避難所担当職員

とした初動態勢とします。なお、対応状況に応じて、適宜交代職員を派遣します。 
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２－３ マニュアルの整備 

 職員向け避難所開設・運営初動マニュアルを作成し、避難所業務を明確化します。ま

た、講習会や訓練を通してマニュアルの習熟を図ります。 

２－４ 学校への要請 

 水害時の避難所開設に当たっては、災対教育部から施設管理者である校長又は副校長

のいずれか１名以上の参集を学校へ要請します。 

２－５ 避難所運営協議会への協力要請 

 水害時の避難所開設に当たっては、開設の 24 時間前を目安に避難所運営協議会へ協

力要請します。災害対策本部の指揮のもと、市職員が中心となり、施設管理者及び避難

所運営協議会と一体となって避難所開設・運営に当たります。また、平時から協議会の

訓練や会議といった活動に避難所担当職員が参加することで、連携強化を図ります。 

２－６ 福祉避難スペース、ペット収容スペース及び駐車場 

 各施設において事前に福祉避難スペース及びペット収容スペースを設定します。 

 駐車場については、自動車での避難は原則禁止とします。ただし、災害状況等に応じ

て、市民の生命や安全を優先する観点で柔軟に判断します。 

２－７ 情報連絡体制 

 避難所職員は無線機を使用し、本部と情報連絡します。また、可能な範囲で事務室の

パソコンや令和２年度に導入予定のＳＩＭフリー端末を使用し、庁内ネットワークを利

用して本部等と情報連絡を図ります。 

 各避難所では、本部からの指示に基づき、必要な情報を避難者へ提供します。 

２－８ 備蓄品 

 必要な物資は避難者が持参することを原則とします。ただし、毛布及びエアマットは

可能な範囲で提供するとともに、避難所の状況に応じて、クラッカー等の食料提供を適

宜行います。 
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